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厚生労働省が障害者の法定雇用率見直し
2段階で引上げ３年後に2.7%に

本FAXは顧客の皆様と過去に名刺交換頂きました方へ送信しております。不要の方はその旨をご連絡ください。

法定雇用率が現行2.6％の国および地方公共団体や2.5％の教育委員会も、
民間企業と同様に段階的に0.4ポイント引き上げる予定です。

厚生労働省の改正政令案が発表され、障害者の法定雇用
率が現行の2.3％から、2026年までに２段階で2.7％へと
引き上げられることが確実となりました。

年度 法定雇用率
義務化となる企業
(常用雇用労働者数)

2023年度 2.3% 43.5人以上

2024年度 2.5% 40人以上

2026年度 2.7% 37.5人以上

この改正により、
「障害者の雇用義務」が
発生する企業の範囲が、
現行の労働者43.5人以上
から2024年度は40人以
上、2026年度は37.5人

以上へと拡大します。

常時雇用労働者の総数が100人を超える企業で、
法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合に
支給されている障害者雇用調整金については、
障害者数に応じて1人につき月額27,000円の支給でしたが、
2023年度は月額29,000円になる見込みです。

障害者雇用調整金は月額29,000円に
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